
自治会員のみなさまへ 

久野坂下自治会からのお知らせ 

○ 認可地縁団体(自治会の法人化)にむけて

 

 

 

 
 

 

 

 

 

回 覧 
令和 6(2024)年 

12 月 1 日
久野坂下自治会 
会長 山中満治 

認可地縁団体（自治会の法人化）への移行にむけて ② 

認可地縁団体（自治会の法人化）の申請に向けて準備を進めさせていただいていますが、法人化に

ついて会員のみなさんに理解を深めていただくため、要点・スケジュールなどを「回覧」を通じて掲

載させていただいています。 

〇認可地縁団体（法人化）のメリット・デメリット 

認可地縁団体（自治会の法人化）になることによるメリットは、 

・自治会が公民館などの不動産を取得した場合、自治会名で不動産の登記をすることができ、会長

が変更されても手続きが不要である。

・自治会が契約の主体となることができる。現在、自治会のホームページの運営会社とは、It に

詳しい自治会員が契約者となっていただいているが、法人化により自治会名で契約することがで

きる。また、今後、会費や祭典時の模擬店などにおいて、電子決済が可能となる。

デメリットは、 

・自治会規約の変更などの条件が厳格となる。小田原市の承認が必要となる。

・総会開催や役員改選などの手続き方法が厳格となる。

・総会における表決権が、会員（構成員）個人となることから、議案書の配布や、表決権の取りま

とめなど、役員や組長の事務が増加する。

〇認可地縁団体（法人化）の要件 （自治会が準備すること） 

・地域の住民たちで共同活動(親睦、環境美化等)を行っている。 →すでに満たしている。

・自治会区域内の住民が、すでに過半数が自治会員である。 →構成員名簿の作成

・自治会の区域が、はっきりと決まっている。 → → →自治会区域図を作成

・法人として定めなければならい項目を含んだ規約を定めている。 →新たな規約を制定

・認可地縁団体になることに会員が同意している。 → → →総会（2025.3 月）に諮る

※上記が認可地縁団体の認可要件の主のものです。自治会としては、認可地縁団体になることにつ

いて 2025 年３月の定期総会に諮り、承認いただければ、構成員名簿（氏名と住所）の作成を

会員（世帯主だけでなく居住しているすべての会員）にお願いすることとなります。

その後、規約の改正や認可地縁団体申請などについて、９月の総会に諮ることとなります。

次回掲載予定 「法人化で変わること、変わらないこと」 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1 月号の広報仕分け作業手伝いについて 

担当の組は、 12D・1２E・1３A の組長です。 
12 月 28 日（土）１8 時から公民館にて作業しますので、お集まりください。 

 

 

〇 新年奉賀式 

日 時 1 月１日（土）１３時３０分～ 

会 場 山神神社 

〇市等からの回覧物 

・（仮称）新坂下トンネル新設工事に伴う残土の仮置きについて[イオンタウン建設用地内] 

・（仮称）新坂下トンネル新設工事について 

（神奈川県県西土木事務所小田原土木センター） 

・水道・ガス工事について（小田原市上下水道局・小田原ガスエンジニアリング㈱） 

・元旦行事についてお知らせ（神山神社） 

・埋戻し作業開始のお知らせ（中泉商事） 

 

〇 久野地区防犯パトロール 
(久野地区自治会連合会主催) 

日 時 12 月 7 日（土）18 時～19 時 

集合場所 宮本公民館前 
自治会三役、民生委員、久野連合関連役員

が参加します。 
 

〇 三者交流会 

日 時 12 月 14 日（土）18 時～ 

民生委員児童委員、久野地区自治会長及び久

野社会福祉協議会理事の三者の交流会 

 

〇 １２月度組長会議 

日 時 12 月１５日（日）1６時～ 

再掲 

〇 坂下公民館大掃除 

日 時 12 月 7 日（土）14 時～ 

再掲 

〇 新年初顔合わせ会 

日 時 1 月１８日（土）１７時～ 
会 場 坂下公民館 

出席者 自治会役員、特設役員、防災役員等 





令和６年 12 月 

都市計画道路城山多古線のトンネル新設工事について【第４版】 
発注者 神奈川県県西土木事務所   受注者 西松・エス・ケイ・ディ    

         小田原土木センター        特定建設工事共同企業体  

 

 日ごろから、神奈川県の道路事業の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお
礼申し上げます。 
 現在、都市計画道路城山多古線の整備に係るトンネル新設工事を実施しており、
このたびトンネルの掘削工事が完了しました。引き続き、覆工（トンネル内側の
コンクリート工）の工事を次のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。 
 ご不便をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 
 

１ 工事場所  小田原市 久野～多古 地内 

２ 工 事 名  都市計画道路城山多古線 

（仮称）新坂下トンネル新設工事（その２） 

３ 工事期間  令和６年 10 月中旬から令和７年８月下旬（10 ヶ月）予定 

※右の「工事工程表」参照 

 工事工程表 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実際の作業状況により、工程の変更が生じる可能性があります。 

４ 工事車両の経路等 

工事車両経路図 
 

 

 
５ 現場周辺における安全対策 

 ・作業時間 ８：００～１７：００（都合により早出残業の場合があります。夜間作業はありません。） 
 ・通学時間帯（足柄小学校・白山中学校）を工事関係者へ周知し十分な安全運転を行います。 
 ・市道 0035 の片側交互交通規制は行いません。 
 ・大型車（コンクリートミキサー車等）は、市道 0035（白山中学校前）は通行しません。 
 ・工事現場入り口（山神下交差点）は、交通誘導員を配置し安全な誘導を行います。 
・現場内では散水や清掃を適宜実施し、粉じんの発生を防止します。 

６ 覆工工事の施工方法（イメージ） 

問合せ先 

事業に関すること            工事に関すること 
神奈川県県西土木事務所小田原土木ｾﾝﾀｰ  西松・ｴｽ・ｹｲ・ﾃﾞｨ特定建設工事共同企業体 
道路都市課 和泉、中村         担当者 竹山、土屋 
電話 0465-34-4141 内線 451       電話 0465-20-7357 

回覧 

●工事でお気づきの点がありましたら、問合せ先までご連絡ください。 
●今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。 

セントル（型枠）を設置しコンクリートを打設する 完 成 

写真：西松建設㈱提供 

変更前【第３版】 

変更後【第４版】 

山神下交差点 
県道74号（小田原山北） 

37452118
タイプライターテキスト
③
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